
にちなん

　

【
第
一
回
臨
時
会
の
日
程
】

四
月
十
五
日

【
本
会
議
】

　

・
開
会

　

・
臨
時
議
長
の
選
出

　

・
仮
議
長
の
指
定

　

・
議
長
選
挙
（
議
長
交
代
）

　

・
議
席
の
指
定

　

・
会
議
録
署
名
議
員
指
名
、
会
期
決
定

　

・
副
議
長
の
選
挙

　

・
議
員
提
出
議
案
上
程

　
　
　

提
出
者
趣
旨
説
明
、
採
決

　

・
各
常
任
委
員
会
及
び
議
会
運
営
委
員
会
の

　
　

委
員
の
選
任

　

・
各
常
任
委
員
会
及
び
議
会
運
営
委
員
会
の

　
　

正
副
委
員
長
互
選
結
果
報
告

　

・
日
南
串
間
広
域
不
燃
物
処
理
組
合
の
議
会

　
　

の
議
員
の
選
挙

　

・
日
南
市
農
業
委
員
会
委
員
の
推
薦

　

・
閉
会
中
の
各
常
任
委
員
会
及
び
議
会
運
営

　
　

委
員
会
の
所
管
事
務
継
続
調
査
申
し
出

四
月
十
六
日

【
本
会
議
】　

　

・
議
案
一
括
上
程

　
　
　

提
案
理
由
説
明
、
委
員
会
付
託
省
略
、

　
　
　

質
疑
、
討
論
、
採
決

　

・
閉
会
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合
併
後
、
初
の
議
会
が
四
月
十
五
日
及

び
十
六
日
の
二
日
間
の
日
程
で
開
か
れ
ま

し
た
。

　

十
五
日
に
は
、
正
副
議
長
選
挙
を
は
じ

め
、
会
議
規
則
、
事
務
局
設
置
条
例
、
委

員
会
条
例
が
審
議
・
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
各
常
任
委
員
会
や
議
会
運
営
委
員

会
の
構
成
、
議
会
か
ら
選
出
す
る
各
種
委

員
等
の
選
任
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

十
六
日
に
は
、
市
長
職
務
執
行
者
提
出

の
専
決
処
分
の
報
告
十
八
件
、
議
案
一
件

が
審
議
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
原
案
の
と
お
り

承
認
（
可
決
）
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
の
臨
時
議
会
に
お
き
ま
し
て
、
日
南

市
議
会
の
初
代
正
副
議
長
と
し
て
選
任
い
た

だ
き
、
議
会
の
代
表
者
と
し
て
の
責
任
を
痛

感
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

  

旧
日
南
市
議
会
議
員
二
十
二
人
、
旧
北
郷

町
議
会
議
員
十
人
、
旧
南
郷
町
議
会
議
員
十

人
の
合
計
四
十
二
人
が
在
任
特
例
期
間
の
平

成
二
十
三
年
三
月
二
十
九
日
ま
で
の
二
年

間
、
新
日
南
市
議
会
議
員
と
し
て
活
動
す
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
在
任
特
例
期
間
に
お
い
て
は
、
合
併

前
に
検
討
さ
れ
た
様
々
な
事
務
事
業
等
の
調

整
内
容
や
、
旧
市
町
に
お
い
て
実
施
さ
れ
て

き
た
各
事
業
等
の
進
行
管
理
な
ど
、
新
市
に

お
い
て
そ
の
目
的
が
達
成
さ
れ
て
い
る
か
を

検
証
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

ま
た
、
大
変
厳
し
い
財
政
状
況
の
中
で
は

あ
り
ま
す
が
、
地
域
経
済
の
活
性
化
、
少

子
・
高
齢
化
へ
の
対
応
や
教
育
問
題
な
ど
、

社
会
経
済
情
勢
の
急
激
な
変
化
に
適
切
か
つ

弾
力
的
に
対
応
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま

す
。

　

議
員
一
同
、
市
民
の
負
託
に
応
え
る
べ

く
、
新
日
南
市
の
発
展
と
、
よ
り
よ
い
市
民

生
活
の
実
現
の
た
め
に
、
誠
心
誠
意
、
全
力

で
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

　

ど
う
ぞ
、
市
民
の
皆
様
の
温
か
い
ご
支
援

並
び
に
ご
指
導
、
ご
鞭
撻
を
賜
り
ま
す
よ
う

心
か
ら
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

新
日
南
市
議
会
第
一
期
の
議
会
構
成
及

び
審
議
結
果
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り

で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
（
敬
称
略
）

就
任
の
ご
あ
い
さ
つ

初
代　

議
長

初
代　

副
議
長

総
務
文
教
委
員
会
（
定
数
十一人
）

委
員
長

副
委
員
長

委　

員

2

平原　光則安竹　　博山本　定則

影山　一雄坂田　武人



渡　　倫章

厚
生
委
員
会
（
定
数
十一人
）

委
員
長

副
委
員
長

委　

員

3

倉岡　郁夫

田中　重信松本　　弘川口　敏治影山　一雄

川口　和也岩永　憲明細田　　勝井福　秀子

杉富　　正福岡　浩一野川喜美子

鈴木　教夫河野　哲夫



産
業
経
済
委
員
会
（
定
数
十
人
）

建
設
水
道
委
員
会
（
定
数
十
人
）

委
員
長

副
委
員
長

委　

員

4

谷口　重紀

坂口　義弘

山下　武典

磯江　純一豊倉　照光井戸川　格

長友昭三郎柏田登美子坂元　啓一

黒木　盛明和足　恭輔

坂田　武人 井上　　進
（吾田／釈迦尾ケ野）

長友　喜昭



議
会
運
営
委
員
会
（
定
数
十
人
）

（
十
一
人
）

（
四
人
）

日
南
串
間
広
域
不
燃
物
処
理
組
合
議
会
議
員

日
南
市
農
業
委
員
会
委
員
の
推
薦
に
つ
い
て

☆
日
南
市
議
会
会
議
規
則
の
制
定
に
つ
い
て

委
員
長

副
委
員
長

委　

員

5

徳尾　尚男

中尾　貞美

山元　敏郎中島　欽也

甲斐　　登山口　　満國貞　　章

前田　幸雄松田謙一郎濱中　武紀

委
員
長

　

長
友
昭
三
郎

副
委
員
長

　

山
口　

満

委
員

　

細
田　

勝　
　
　

磯
江　

純
一

　

福
岡　

浩
一　
　

豊
倉　

照
光

　

鈴
木　

教
夫　
　

杉
富　

正

　

和
足　

恭
輔　
　

坂
口　

義
弘

　

市
長
職
務
執
行
者
か
ら
議
会
よ
り
四
名
以
内

の
推
薦
依
頼
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
以
下
の
四

名
を
議
会
か
ら
推
薦
者
と
し
て
決
定
し
ま
し
た
。

　

な
お
任
期
は
、
本
年
七
月
十
九
日
ま
で
。

　

有
田
健
市　

氏
（
星
倉
）

　

歌
津
芳
秋　

氏
（
平
山
）

　

田
中
悦
子　

氏
（
西
弁
分
）

　

井
上
悦
子　

氏
（
萩
之
嶺
）

影
山　

一
雄　
　

平
原　

光
則

杉
富　

正　
　
　

坂
口　

義
弘

徳
尾　

尚
男　
　

倉
岡　

郁
夫

井
上　

進　
　
　

野
川
喜
美
子

黒
木　

盛
明　
　

山
下　

武
典

松
田
謙
一
郎

（吾田／後河内）
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☆
日
南
市
議
会
事
務
局
設
置
条
例
の
制
定
に
つ
い

　

て

　

議
会
の
庶
務
的
事
務
等
の
処
理
の
た
め
、議
会

に
事
務
局
を
設
置
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、提
出

さ
れ
た
も
の
で
す
。

　
　
【
本
会
議
審
査
結
果
】　

原
案
可
決

☆
日
南
市
議
会
委
員
会
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　

議
会
の
審
議
能
力
向
上
の
た
め
、日
南
市
議
会

に
お
け
る
委
員
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る

事
項
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
、提
出
さ
れ
た

も
の
で
す
。

　
　
【
本
会
議
審
査
結
果
】　

原
案
可
決

☆
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
八
件
）

　
「
専
決
処
分
」と
は
、本
来
、市
長
が
議
会
の

議
決
・
決
定
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
柄
に

つ
い
て
地
方
自
治
法
の
規
定
に
基
づ
い
て
、議

会
を
開
く
暇
が
な
い
場
合
な
ど
に
、議
会
の
議

決
・
決
定
の
前
に
市
長
自
ら
が
処
理
す
る
こ

と
。直
近
の
議
会
で
報
告
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

①
日
南
市
役
所
の
位
置
を
定
め
る
条
例
ほ
か
二

　

百
四
十
三
件
の
条
例

三
市
町
の
合
併
に
伴
い
、新
市
と
し
て
即
時

に
施
行
す
る
必
要
の
あ
る
条
例
に
つ
い
て
専

決
処
分
し
た
も
の

②
平
成
二
十
年
度
日
南
市
一
般
会
計
暫
定
予
算

　

ほ
か
十
二
件
の
暫
定
予
算

合
併
後
の
三
月
三
十
日
及
び
三
十
一
日
の

二
日
分
に
係
る
暫
定
予
算

③
日
南
市
指
定
金
融
機
関
の
指
定
に
つ
い
て

日
南
市
指
定
金
融
機
関
と
し
て
、㈱
宮
崎

銀
行
を
指
定
し
た
も
の

④
字
の
名
称
の
変
更
に
つ
い
て

合
併
に
伴
い
、旧
北
郷
町
及
び
旧
南
郷
町
の

区
域
に
つ
い
て「
大
字
」を
削
る
変
更
を
行
っ

た
も
の

⑤
日
南
・
串
間
広
域
市
町
村
圏
協
議
会
の
設
置

　

に
つ
い
て

広
域
市
町
村
圏
計
画
の
策
定
及
び
実
施
に
係

る
連
絡
調
整
を
図
る
た
め
、設
置
し
た
も
の

⑥
日
南
市
土
地
開
発
公
社
定
款
の
一
部
を
変
更

　

す
る
定
款

合
併
に
伴
い
、定
款
に
引
用
し
て
い
る
条
例

の
条
例
番
号
等
を
改
め
た
も
の

⑦
日
南
串
間
地
域
障
害
程
度
区
分
等
認
定
審
査

　

会
の
共
同
設
置
に
つ
い
て

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
審
査
会
を

串
間
市
と
共
同
設
置
し
た
も
の

⑧
日
南
串
間
地
域
介
護
認
定
審
査
会
の
共
同
設

　

置
に
つ
い
て

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
審
査
会
を
串
間
市

と
共
同
設
置
し
た
も
の

⑨
日
南
市
休
日
夜
間
急
病
セ
ン
タ
ー
を
串
間
市

　

の
住
民
の
利
用
を
供
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て

串
間
市
と
協
議
書
を
交
わ
し
、串
間
市
の

住
民
の
利
用
に
供
さ
せ
た
も
の

⑩
日
南
市
税
条
例
の一
部
を
改
正
す
る
条
例

地
方
税
法
の
改
正
に
対
応
し
、旧
市
町
議

会
の
議
決
を
経
て
合
併
日
以
後
に
施
行
さ

れ
て
い
た
税
条
例
の
改
正
を
行
っ
た
も
の

⑪
日
南
市
税
条
例
の一
部
を
改
正
す
る
条
例

地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、住
宅
借
入

金
等
特
別
控
除
及
び
固
定
資
産
非
課
税
措

置
等
の
拡
充
に
伴
い
、税
条
例
の
改
正
を

行
っ
た
も
の

⑫
日
南
市
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
に
関

　

す
る
条
例

重
度
心
身
障
害
者
の
福
祉
の
増
進
を
目
的

に
、医
療
費
の
一
部
助
成
す
る
条
例
を
制
定

し
た
も
の

⑬
日
南
市
立
保
育
所
条
例
の一
部
を
改
正
す
る
条

　

例「
認
定
こ
ど
も
園
北
郷
こ
ど
も
さ
く
ら
園
」

の
設
立
に
伴
い
所
要
の
改
正
を
行
っ
た
も
の

⑭
日
南
市
母
子
及
び
父
子
家
庭
医
療
費
助
成
に

　

関
す
る
条
例
の一
部
を
改
正
す
る
条
例

日
南
市
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
に

関
す
る
条
例
の
制
定
に
伴
い
、本
条
例
の
引

用
条
文
に
所
要
の
改
正
を
行
っ
た
も
の

⑮
日
南
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
等
の
一
部
を

　

改
正
す
る
条
例

地
方
税
法
の一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
が
公

布
さ
れ
、介
護
納
付
金
賦
課
限
度
額
の
引
き

上
げ
等
の
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
た
こ
と
に
伴

い
、こ
れ
に
応
ず
る
改
正
を
行
っ
た
も
の

⑯
日
南
市
立
学
校
条
例
の一
部
を
改
正
す
る
条
例

日
南
市
立
黒
荷
田
小
学
校
及
び
日
南
市
立

北
郷
幼
稚
園
の
廃
止
に
伴
い
、所
要
の
改
正

を
行
っ
た
も
の
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会
派
名
簿
（
敬
称
略
）

　

日
南
市
議
会
で
は
、同
じ
よ
う
な
考
え
方

や
意
見
を
持
つ
議
員
が
、自
分
た
ち
の
考
え

を
市
政
に
効
果
的
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
を

目
的
に「
会
派
」を
結
成
し
、活
動
し
て
い
ま

す
。現
在
、八
会
派
の
結
成
届
が
出
さ
れ
て
お

り
、一
人
が
無
会
派
で
す
。

○
新
市
民
自
由
ク
ラ
ブ
（
八
人
）

代
表
者　

松
本　

弘

副
代
表
者　

甲
斐　

登　
　

　
　
　
　

渡
邉　

倫
章　
　

國
貞　

章

　
　
　
　

長
友　

喜
昭　
　

福
岡　

浩
一

　
　
　
　

磯
江　

純
一　
　

中
島　

欽
也

○
改
政
ク
ラ
ブ
（
八
人
）

代
表
者　

長
友
昭
三
郎

副
代
表
者　

濱
中　

武
紀　
　

　
　
　
　

中
尾　

貞
美　
　

細
田　

勝

　
　
　
　

影
山　

一
雄　
　

倉
岡　

郁
夫

　
　
　
　

野
川
喜
美
子　
　

井
上　

進

○
社
民
ク
ラ
ブ
（
六
人
）

代
表
者　

豊
倉　

照
光

副
代
表
者　

川
口　

敏
治

　
　
　
　

川
口　

和
也　
　

山
本　

定
則

　
　
　
　

岩
永　

憲
明　
　

山
元　

敏
郎

　
　
　
　

 

○
新
生
南
郷
会
（
六
人
）

代
表
者　

河
野　

哲
夫

副
代
表
者　

山
下　

武
典　
　

　
　
　
　

松
田
謙
一
郎　
　

山
口　

満

　
　
　
　

坂
田　

武
人　
　

安
竹　

博

○
新
生
ク
ラ
ブ
（
五
人
）

代
表
者　

杉
富 　

正

副
代
表
者　

德
尾　

尚
男

　
　
　
　

平
原　

光
則　
　

黒
木　

盛
明

　
　
　
　

井
戸
川　

格

○
公
明
党
日
南
市
議
団
（
四
人
）

代
表
者　

鈴
木　

教
夫

副
代
表
者　

柏
田
登
美
子　
　

　
　
　
　

谷
口　

重
紀

　
　
　
　

前
田　

幸
雄

○
清
風
会
（
二
人
）

代
表
者　

坂
口　

義
弘

副
代
表
者　

田
中　

重
信

○
日
本
共
産
党
日
南
市
議
団

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
人
）

代
表
者　

井
福　

秀
子

副
代
表
者　

和
足　

恭
輔　

○
無
会
派
（一人
）

　

坂
元　

啓
一

⑰
南
郷
町
土
地
改
良
事
業
分
担
金
徴
収
条
例
の

　
一
部
を
改
正
す
る
条
例

日
南
市
耕
地
災
害
復
旧
事
業
賦
課
金
条
例

の
制
定
に
伴
い
、所
要
の
改
正
を
行
っ
た
も

の
⑱
平
成
二
十
一
年
度
日
南
市
一
般
会
計
暫
定
予
算

　

ほ
か
十
二
件
の
暫
定
予
算

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
七
月
三
十
一

日
ま
で
の
四
ヶ
月
間
に
必
要
な
最
小
限
の

経
費
に
つ
い
て
計
上
し
た
も
の

　
【
本
会
議
審
査
結
果
】　

全
件
、原
案
承
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

☆
日
南
市
立
保
育
所
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

　

例本
年
四
月
一
日
に
開
設
し
た「
認
定
こ
ど
も

園
」の
名
称
及
び
定
員
に
つ
い
て
、所
要
の
改

正
を
お
こ
な
っ
た
も
の

　
【
本
会
議
審
査
結
果
】　

原
案
可
決



（３月３０日～４月３０日・抜粋）
＜３月＞
３０日（月）　新日南市開市式
　　　　 
＜４月＞
　２日（木）　議員全員懇談会　
　８日（水）　会派代表者会議
１３日（月）～１４日（火）　　　　
　　　 　 　　国道220号「青島～日南」改良事業継続要望
１５日（水）～１６日（木）　
　　  　　　　第１回臨時会（正副議長の決定など）
１６日（木）　第１回議会だより編集委員会
１９日（日）～２０日（月）
　　  　　　　近畿北郷会総会（大阪）
２２日（水）～２４日（金）
　　  　　　　九州市議会議長会（大分）
２８日（火）　議会運営委員会
３０日（木）　第２回議会だより編集委員会

★★★　請願（陳情）書式例　★★★
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